
「文化芸術の振興に関する基本的な方針」
（第２次基本方針、平成19年2月9日閣議決定）

重点事項のフォローアップ
（平成19～22年度）

資料３

　　　　　　　（第２次基本方針の重点事項）
　　　　　　　　１．日本の文化芸術の継承、発展、創造を担う人材の育成
　　　　　　　　２．日本文化の発信及び国際文化交流の推進
　　　　　　　　３．文化芸術活動の戦略的支援
　　　　　　　　４．地域文化の振興
　　　　　　　　５．子どもの文化芸術活動の充実
　　　　　　　　６．文化財の保存及び活用の充実

（注１）本資料は、第２次基本方針の重点事項について、進捗状況及び
成果と課題について、事務的に取りまとめたものである。

（注２）資料中、各項目に以下の記号を付して対応種別を記載している。
（●予算、▼税制、◆条約・法令等、■指導・通知その他）



平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

●新進芸術家の海外研修

●新進芸術家の人材育成
（芸術団体人材育成支援事業等）

●ﾒﾃﾞｨｱ芸術振興創造ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
（創造的人材の育成）：若手ｸﾘｴｲ
ﾀｰ創作支援事業（新規）

●ﾒﾃﾞｨｱ芸術の人材育成（新規）
：ﾒﾃﾞｨｱ芸術ｸﾘｴｲﾀｰ育成支援事業、
若手ｱﾆﾒｰﾀｰ等人材育成事業、海
外ﾒﾃﾞｨｱ芸術ｸﾘｴｲﾀｰ招へい事業

１．日本の文化芸術の継承、発展、創造を担う人材の育成

重点事項

①専門的人材の計画的・系統的な育成

【成 果】

○新進芸術家海外研修制度による平成19年度から平成

22年度までの派遣人数は、延べ518人。各種コンクール

等で受賞者を輩出している。

○芸術団体人材育成支援事業の支援件数は、制度創設

時の平成14年度：56件から平成22年度：150件に増加し

ており、次代の芸術界を担う人材育成に貢献。

○若手クリエイター創作支援事業については、申請数が

少なかったため、支援の在り方を見直し、平成22年度か

らは広くメディア芸術人材の育成支援を行う新事業へ移

行。若手クリエイターの創作・展示機会の確保に加え、文

化施設等との連携が促進された。

【課 題】

○新進芸術家海外研修制度については、研修成果の

還元機会を確保することやその後のフォローアップを

行うことが必要。

○海外研修制度や文化芸術団体が取り組む人材育成

事業については、制度や支援の在り方を含め、さらに

効果的な方策を検討することが必要。

■文化政策部会における検討（平成19年8月～平成21年7月）

審議経過報告『実演芸術家等に

関する人材の育成及び活用につ

いて』（平成21年1月）

報告書『舞台芸術人材の育成及

び活用について』（平成21年7月）

（●芸術拠点形成事業）

（●公立文化施設の活性化による
地域文化力の発信・交流の推進）

●芸術団体人材育成支援事業
【再掲】

●ｱｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ人材の育成（新
規）

●ｱｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ重点支援事業
（新規）

●地域の芸術拠点形成事業

●優れた劇場・音楽堂からの創
造発信事業（新規）

②文化芸術活動を支える人材（アートマネジメント担当者、舞台技術者等）の育成　

審議経過報告『ｱｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ人

材等の育成及び活用について』

（平成20年2月）

【成 果】

○新進芸術家海外研修制度による平成19年度から平成

22年度までの派遣人数は、延べ518人。各種コンクール

等で受賞者を輩出している。

○芸術団体人材育成支援事業の支援件数は、制度創設

時の平成14年度：56件から平成22年度：150件に増加し

ており、次代の芸術界を担う人材育成に貢献。

○若手クリエイター創作支援事業については、申請数が

少なかったため、支援の在り方を見直し、平成22年度か

らは広くメディア芸術人材の育成支援を行う新事業へ移

行。若手クリエイターの創作・展示機会の確保に加え、文

化施設等との連携が促進された。

【課 題】

○新進芸術家海外研修制度については、研修成果の

還元機会を確保することやその後のフォローアップを

行うことが必要。

○海外研修制度や文化芸術団体が取り組む人材育成

事業については、制度や支援の在り方を含め、さらに

効果的な方策を検討することが必要。

【成 果】

○アートマネジメント重点支援事業は、平成21年度：13施
設を採択して実施。アートマネジメント専門職員の持つ知

識や経験を他の職員等に還元するとともに、文化芸術活

動に不可欠な事業の企画力や調整力等の向上を図るこ

とができた。なお、平成22年度からは、劇場・音楽堂等が

行う自主企画公演を支援する芸術拠点形成事業と一体

的に実施することにより、一層高度なアートマネジメント人

材育成を目指している。

【課 題】

○アートマネジメント人材等の育成及び活用について

は、劇場・音楽堂が中心となって、地域住民や芸術関

係者等とともに取り組む舞台芸術の公演等に合わせて

推進することが必要。

■文化政策部会における検討（平成19年8月～平成21年7月）

■文化政策部会における検討（平成19年8月～平成21年7月）

審議経過報告『実演芸術家等に

関する人材の育成及び活用につ

いて』（平成21年1月）

報告書『舞台芸術人材の育成及

び活用について』（平成21年7月）

報告書『舞台芸術人材の育成及

び活用について』（平成21年7月）
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審議経過報告『ｱｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ人

材等の育成及び活用について』

（平成20年2月）

【成 果】

○新進芸術家海外研修制度による平成19年度から平成

22年度までの派遣人数は、延べ518人。各種コンクール

等で受賞者を輩出している。

○芸術団体人材育成支援事業の支援件数は、制度創設

時の平成14年度：56件から平成22年度：150件に増加し

ており、次代の芸術界を担う人材育成に貢献。

○若手クリエイター創作支援事業については、申請数が

少なかったため、支援の在り方を見直し、平成22年度か

らは広くメディア芸術人材の育成支援を行う新事業へ移

行。若手クリエイターの創作・展示機会の確保に加え、文

化施設等との連携が促進された。

【課 題】

○新進芸術家海外研修制度については、研修成果の

還元機会を確保することやその後のフォローアップを

行うことが必要。

○海外研修制度や文化芸術団体が取り組む人材育成

事業については、制度や支援の在り方を含め、さらに

効果的な方策を検討することが必要。

【成 果】

○アートマネジメント重点支援事業は、平成21年度：13施
設を採択して実施。アートマネジメント専門職員の持つ知

識や経験を他の職員等に還元するとともに、文化芸術活

動に不可欠な事業の企画力や調整力等の向上を図るこ

とができた。なお、平成22年度からは、劇場・音楽堂等が

行う自主企画公演を支援する芸術拠点形成事業と一体

的に実施することにより、一層高度なアートマネジメント人

材育成を目指している。

【課 題】

○アートマネジメント人材等の育成及び活用について

は、劇場・音楽堂が中心となって、地域住民や芸術関

係者等とともに取り組む舞台芸術の公演等に合わせて

推進することが必要。

■文化政策部会における検討（平成19年8月～平成21年7月）

■文化政策部会における検討（平成19年8月～平成21年7月）

審議経過報告『実演芸術家等に

関する人材の育成及び活用につ

いて』（平成21年1月）

報告書『舞台芸術人材の育成及

び活用について』（平成21年7月）

報告書『舞台芸術人材の育成及

び活用について』（平成21年7月）
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●無形文化財の伝承・公開
●文化財保存技術の伝承等

●芸術団体人材育成支援事業
【再掲】

●文化ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業

●文化芸術創造都市の推進（新
規）

③無形文化財等の継承者養成のため、経済的に自立可能な環境の整備　

④質の高い文化ボランティア活動を活発にするための環境の整備

【成 果】

○重要無形文化財保持者等の指定・認定、選定保存技

術保持者等の選定・認定は毎年着実に行ってきている。

○平成21年度の重要無形文化財の保持団体等における

伝承者養成人数は530人、選定保存技術の保存団体にお

ける伝承者養成人数は1,616名となっている。

【課 題】

○無形文化財や文化財の保存技術を確実に継承して

いくために、裾野を拡大した効果的な支援方策につい

て検討が必要。

【成 果】

○重要無形文化財保持者等の指定・認定、選定保存技

術保持者等の選定・認定は毎年着実に行ってきている。

○平成21年度の重要無形文化財の保持団体等における

伝承者養成人数は530人、選定保存技術の保存団体にお

ける伝承者養成人数は1,616名となっている。

【課 題】

○無形文化財や文化財の保存技術を確実に継承して

いくために、裾野を拡大した効果的な支援方策につい

て検討が必要。

【成 果】

○平成21年度には文化ボランティア・コーディネーターの

養成を11団体に委託して実施。

○文化ボランティア活動については一定の定着を見たこ

とから、各地域・団体の取組に委ねるとともに、国による

支援については、文化ボランティアに特化した事業は平

成21年度限りとして発展的に解消し、その趣旨を「文化芸

術創造都市の推進」に組み込んだところ。

【課 題】

○「新しい公共」等近時の動向も踏まえ、文化ボラン

ティア活動も対象に含めたインセンティブの喚起等によ

る環境の整備を検討する必要。

２

【成 果】

○重要無形文化財保持者等の指定・認定、選定保存技

術保持者等の選定・認定は毎年着実に行ってきている。

○平成21年度の重要無形文化財の保持団体等における

伝承者養成人数は530人、選定保存技術の保存団体にお

ける伝承者養成人数は1,616名となっている。

【課 題】

○無形文化財や文化財の保存技術を確実に継承して

いくために、裾野を拡大した効果的な支援方策につい

て検討が必要。

【成 果】

○平成21年度には文化ボランティア・コーディネーターの

養成を11団体に委託して実施。

○文化ボランティア活動については一定の定着を見たこ

とから、各地域・団体の取組に委ねるとともに、国による

支援については、文化ボランティアに特化した事業は平

成21年度限りとして発展的に解消し、その趣旨を「文化芸

術創造都市の推進」に組み込んだところ。

【課 題】

○「新しい公共」等近時の動向も踏まえ、文化ボラン

ティア活動も対象に含めたインセンティブの喚起等によ

る環境の整備を検討する必要。

２



平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

●文化庁文化交流使の派遣等

●国際文化ﾌｫｰﾗﾑ

●日本文化の総合発信

●高校生による国際文化交流
（新規）

●国際芸術交流支援事業

●メディア芸術海外展（新規）

●文化財海外交流展

■文化庁長官表彰〔文化発信部
門〕（新設）

２．日本文化の発信及び国際文化交流の推進

重点事項

①現代の文化芸術創造活動の海外発信と海外の文化芸術振興への貢献

■文化発信戦略に関する懇談会

【成 果】

○文化交流使の派遣については、芸術、伝統芸能等の各分野で交流使を指名し、平成21年度までに延べ68名・10
団体を57カ国に派遣。世界の人々の日本文化への理解の深化や日本と外国の文化人のネットワークの形成・強化

が図られている。

○国際文化フォーラムについては、平成21年度までに28ヵ国、216名の国内外の文化人等が出演し、文化芸術を取

り巻く国際動向等について討論・意見交換等が行われ、世界に向けて日本文化を発信する場となっている。

○日本文化の総合発信については、我が国の文化芸術団体等の活動を調査し、これらの情報について英語で海外

に提供するウェブサイトの運用整備を実施。

○高校生による国際文化交流については、平成21年度までに延べ208人の高校生を海外に派遣し、外国の高校生

等との国際交流ワークショップ等を実施しており、国際的に活躍できる人材の育成等に資する機会となっている。

○国際芸術交流支援事業については、平成19年度から平成22年度までに延べ399件を支援しており、国際交流の

推進及び我が国の芸術団体の水準向上が図られている。

○メディア芸術海外展、文化財海外交流展については、それぞれ以下のとおり開催。

【メディア芸術海外展】

平成19～22年度に東アジア2カ国、欧州2カ国で開催し、

我が国の優れたメデ ア芸術作品を紹介するとともに 海

【文化財海外交流展】

Ｈ19：ソレアス・ドス・レイス美術館（ポルトガル）「日本陶磁の名宝」

Ｈ サンパウ 州立美術館（ブラジル）「色彩の開花 江戸の工芸

■文化発信戦略に関する懇談会

【成 果】

○文化交流使の派遣については、芸術、伝統芸能等の各分野で交流使を指名し、平成21年度までに延べ68名・10
団体を57カ国に派遣。世界の人々の日本文化への理解の深化や日本と外国の文化人のネットワークの形成・強化

が図られている。

○国際文化フォーラムについては、平成21年度までに28ヵ国、216名の国内外の文化人等が出演し、文化芸術を取

り巻く国際動向等について討論・意見交換等が行われ、世界に向けて日本文化を発信する場となっている。

○日本文化の総合発信については、我が国の文化芸術団体等の活動を調査し、これらの情報について英語で海外

に提供するウェブサイトの運用整備を実施。

○高校生による国際文化交流については、平成21年度までに延べ208人の高校生を海外に派遣し、外国の高校生

等との国際交流ワークショップ等を実施しており、国際的に活躍できる人材の育成等に資する機会となっている。

○国際芸術交流支援事業については、平成19年度から平成22年度までに延べ399件を支援しており、国際交流の

推進及び我が国の芸術団体の水準向上が図られている。

○メディア芸術海外展、文化財海外交流展については、それぞれ以下のとおり開催。

【課 題】

○我が国の文化芸術は諸外国から高く評価されているものの、日本文化全体に対する深い理解につながっていると

は必ずしも言い難い。伝統文化から現代の文化芸術まで幅広い分野の日本文化を多様な手段により発信するととも

に、そのための拠点形成を進めることが必要。

○効果的な文化発信と国際文化交流を推進するために、相手国の関心分野や鑑賞者層を的確に捉えるための方策

を検討し、同時に在外公館をはじめ国際交流基金の海外事務所や日本政府観光局海外事務所等の機関と積極的

に連携することが必要。

○特に東アジアの国々との関係を重視し、これら諸国への発信・文化交流を意図的に展開していく枠組みを構築し、

十分な協議を行いながら施策を実施していくことが必要。

【メディア芸術海外展】

平成19～22年度に東アジア2カ国、欧州2カ国で開催し、

我が国の優れたメディア芸術作品を紹介するとともに、海

外のメディア芸術関連フェスティバルへも積極的に参加し、

広く海外に向けて我が国のメディア芸術の発信を行ってい

る（Ｈ19：中国・上海、Ｈ20：シンガポール、Ｈ21：オーストリ

ア・ウィーン、Ｈ22：トルコ・イスタンブール（開催中））。

【文化財海外交流展】

Ｈ19：ソレアス・ドス・レイス美術館（ポルトガル）「日本陶磁の名宝」

Ｈ20：サンパウロ州立美術館（ブラジル）「色彩の開花：江戸の工芸」

Ｈ21：大英博物館（英国）「土偶展」

メトロポリタン美術館（米国）「侍の芸術展」

■文化発信戦略に関する懇談会

【成 果】

○文化交流使の派遣については、芸術、伝統芸能等の各分野で交流使を指名し、平成21年度までに延べ68名・10
団体を57カ国に派遣。世界の人々の日本文化への理解の深化や日本と外国の文化人のネットワークの形成・強化

が図られている。

○国際文化フォーラムについては、平成21年度までに28ヵ国、216名の国内外の文化人等が出演し、文化芸術を取

り巻く国際動向等について討論・意見交換等が行われ、世界に向けて日本文化を発信する場となっている。

○日本文化の総合発信については、我が国の文化芸術団体等の活動を調査し、これらの情報について英語で海外

に提供するウェブサイトの運用整備を実施。

○高校生による国際文化交流については、平成21年度までに延べ208人の高校生を海外に派遣し、外国の高校生

等との国際交流ワークショップ等を実施しており、国際的に活躍できる人材の育成等に資する機会となっている。

○国際芸術交流支援事業については、平成19年度から平成22年度までに延べ399件を支援しており、国際交流の

推進及び我が国の芸術団体の水準向上が図られている。

○メディア芸術海外展、文化財海外交流展については、それぞれ以下のとおり開催。

【課 題】

○我が国の文化芸術は諸外国から高く評価されているものの、日本文化全体に対する深い理解につながっていると

は必ずしも言い難い。伝統文化から現代の文化芸術まで幅広い分野の日本文化を多様な手段により発信するととも

に、そのための拠点形成を進めることが必要。

○効果的な文化発信と国際文化交流を推進するために、相手国の関心分野や鑑賞者層を的確に捉えるための方策

を検討し、同時に在外公館をはじめ国際交流基金の海外事務所や日本政府観光局海外事務所等の機関と積極的

に連携することが必要。

○特に東アジアの国々との関係を重視し、これら諸国への発信・文化交流を意図的に展開していく枠組みを構築し、

十分な協議を行いながら施策を実施していくことが必要。

【メディア芸術海外展】

平成19～22年度に東アジア2カ国、欧州2カ国で開催し、

我が国の優れたメディア芸術作品を紹介するとともに、海

外のメディア芸術関連フェスティバルへも積極的に参加し、

広く海外に向けて我が国のメディア芸術の発信を行ってい

る（Ｈ19：中国・上海、Ｈ20：シンガポール、Ｈ21：オーストリ

ア・ウィーン、Ｈ22：トルコ・イスタンブール（開催中））。

【文化財海外交流展】

Ｈ19：ソレアス・ドス・レイス美術館（ポルトガル）「日本陶磁の名宝」

Ｈ20：サンパウロ州立美術館（ブラジル）「色彩の開花：江戸の工芸」

Ｈ21：大英博物館（英国）「土偶展」

メトロポリタン美術館（米国）「侍の芸術展」
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●情報拠点とﾈｯﾄﾜｰｸの形成
（ﾒﾃﾞｨｱ芸術ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ支援事業（新
規））

●ﾒﾃﾞｨｱ芸術の総合的発信
（ﾒﾃﾞｨｱ芸術祭、ﾒﾃﾞｨｱ芸術ﾌﾟﾗｻﾞ、ﾒ
ﾃﾞｨｱ芸術海外展）

●ﾒﾃﾞｨｱ芸術情報拠点・ｺﾝｿｰｼｱ
ﾑ構築事業（新規）
●ﾒﾃﾞｨｱ芸術ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ（新
規）

●ﾒﾃﾞｨｱ芸術祭等
（ﾒﾃﾞｨｱ芸術祭、海外展、地方展、国
内巡回展（新規）、世界ﾒﾃﾞｨｱ芸術ｺ
ﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ（新規）、ﾒﾃﾞｨｱ芸術部門会
議（新規））

●文化財の国際協力の推進

③文化財保護の国際協力を積極的に推進

②「ジャパン・クール」として注目を集めるメディア芸術等の新しい文化芸術の国際拠点の形成

【成 果】

○メディア芸術祭の応募作品数は、第１回の平成9年度：

730点から平成21年度：2,592点に、海外からの応募割合

は平成14年度：10％から平成21年度：26％へ大幅増。メ

ディア芸術祭来場者へのアンケートでは、回答者の約9割

が「また来たい」と回答（平成21年度）。

○メディア芸術祭等の情報を発信するメディア芸術プラザ

のセッション数は、平成20年度：133万から平成21年度：

166万セッションに増加した。

【課 題】

○広く国民に親しまれ、海外でも高く評価されているメ

ディア芸術については、一層の振興を図ることが重要

な課題であり、ソフト支援（メディア芸術の発信、展示、

情報収集、創作活動の促進等）、ヒューマン支援（人材

育成）を充実していく中で、関係機関の連携・協力によ

る「メディア芸術情報拠点・コンソーシアム」の構築と、

メディア芸術分野のデジタルアーカイブ化を進めること

が課題。

○メディア芸術祭については、世界的フェスティバルと

して一層充実することが必要。

●文化財の国際協力の推進

◆無形文化遺産保護条約
：代表一覧表への記載（「雅楽」等
13件）
◆ﾕﾈｽｺ･ｶﾃｺﾞﾘｰ2ｾﾝﾀｰの設立
をﾕﾈｽｺ総会で承認

【成 果】

○メディア芸術祭の応募作品数は、第１回の平成9年度：

730点から平成21年度：2,592点に、海外からの応募割合

は平成14年度：10％から平成21年度：26％へ大幅増。メ

ディア芸術祭来場者へのアンケートでは、回答者の約9割

が「また来たい」と回答（平成21年度）。

○メディア芸術祭等の情報を発信するメディア芸術プラザ

のセッション数は、平成20年度：133万から平成21年度：

166万セッションに増加した。

【課 題】

○広く国民に親しまれ、海外でも高く評価されているメ

ディア芸術については、一層の振興を図ることが重要

な課題であり、ソフト支援（メディア芸術の発信、展示、

情報収集、創作活動の促進等）、ヒューマン支援（人材

育成）を充実していく中で、関係機関の連携・協力によ

る「メディア芸術情報拠点・コンソーシアム」の構築と、

メディア芸術分野のデジタルアーカイブ化を進めること

が課題。

○メディア芸術祭については、世界的フェスティバルと

して一層充実することが必要。

【成 果】

○「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」（平成18年）による基本的な方針（平成19年）

に基づき、文化遺産国際協力コンソーシアムを通じて効果的な文化遺産国際協力を推進。

○緊急的な文化遺産国際事業として、以下4件について専門家を派遣して支援。
Ｈ18・19：インドネシア・ジャワ島中部地震被災状況調査

Ｈ19・20：ベトナムタンロン遺跡

Ｈ20：中国四川省震災復興

Ｈ21：イタリアラクイラ中部地震

○文化遺産分野での継続的な人材育成を図るため、文化遺産国際協力拠点交流事業をこれまで7カ国9拠点で実

施。アジア太平洋地域の世界遺産等の文化遺産保護に関する国際協力を充実させるため、文化遺産保護に関する

研修を平成13年以降、継続的に実施（これまで延べ48カ国228人の専門家・技術者に対して実施）するとともに、同

地域における無形文化遺産保護への支援を行うため、平成19年度より集団研修等を実施（延べ35カ国）。

○欧州の文化遺産国際協力の先進国であるイタリアと二国間交流を図るため、平成20年度から概ね5年間、両国の

文化遺産の専門家による交流を行っている。

【課 題】

○文化遺産国際協力に関する国民の理解増進を図るとともに、文化遺産国際協力コンソーシアムに参画する会員数

を増加させ、体制の充実を図ることが必要。

○「アジア太平洋地域における無形文化遺産保護のための国際研究センター（ユネスコ・カテゴリー２センター）」を平

成23年中に設立すること。

【成 果】

○メディア芸術祭の応募作品数は、第１回の平成9年度：

730点から平成21年度：2,592点に、海外からの応募割合

は平成14年度：10％から平成21年度：26％へ大幅増。メ

ディア芸術祭来場者へのアンケートでは、回答者の約9割

が「また来たい」と回答（平成21年度）。

○メディア芸術祭等の情報を発信するメディア芸術プラザ

のセッション数は、平成20年度：133万から平成21年度：

166万セッションに増加した。

【課 題】

○広く国民に親しまれ、海外でも高く評価されているメ

ディア芸術については、一層の振興を図ることが重要

な課題であり、ソフト支援（メディア芸術の発信、展示、

情報収集、創作活動の促進等）、ヒューマン支援（人材

育成）を充実していく中で、関係機関の連携・協力によ

る「メディア芸術情報拠点・コンソーシアム」の構築と、

メディア芸術分野のデジタルアーカイブ化を進めること

が課題。

○メディア芸術祭については、世界的フェスティバルと

して一層充実することが必要。

【成 果】

○「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」（平成18年）による基本的な方針（平成19年）

に基づき、文化遺産国際協力コンソーシアムを通じて効果的な文化遺産国際協力を推進。

○緊急的な文化遺産国際事業として、以下4件について専門家を派遣して支援。
Ｈ18・19：インドネシア・ジャワ島中部地震被災状況調査

Ｈ19・20：ベトナムタンロン遺跡

Ｈ20：中国四川省震災復興

Ｈ21：イタリアラクイラ中部地震

○文化遺産分野での継続的な人材育成を図るため、文化遺産国際協力拠点交流事業をこれまで7カ国9拠点で実

施。アジア太平洋地域の世界遺産等の文化遺産保護に関する国際協力を充実させるため、文化遺産保護に関する

研修を平成13年以降、継続的に実施（これまで延べ48カ国228人の専門家・技術者に対して実施）するとともに、同

地域における無形文化遺産保護への支援を行うため、平成19年度より集団研修等を実施（延べ35カ国）。

○欧州の文化遺産国際協力の先進国であるイタリアと二国間交流を図るため、平成20年度から概ね5年間、両国の

文化遺産の専門家による交流を行っている。

【課 題】

○文化遺産国際協力に関する国民の理解増進を図るとともに、文化遺産国際協力コンソーシアムに参画する会員数

を増加させ、体制の充実を図ることが必要。

○「アジア太平洋地域における無形文化遺産保護のための国際研究センター（ユネスコ・カテゴリー２センター）」を平

成23年中に設立すること。
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平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

●優れた芸術活動への重点的
支援等

●芸術拠点形成事業【再掲】

●ﾒﾃﾞｨｱ芸術の振興

●芸術文化振興基金（日本芸術
文化振興会）

●美術館・歴史博物館活動の基
盤整備支援（新規）

●地域の芸術拠点形成事業【再
掲】
●優れた劇場・音楽堂からの創
造発信事業（新規）【再掲】

▼所得税の寄附金控除適用下
限の引下げ（5000円→2000円）

３．文化芸術活動の戦略的支援

重点事項

①水準の高い活動への重点的支援と地域性等にも配慮した幅広く多様な支援のバランスを図る　

【成 果】

○優れた芸術活動への重点的支援等の支援件数は、平

成19年度：412件から平成22年度：460件に推移しており、

芸術団体の自主公演数の増加と我が国の芸術水準の

向上が図られている。

○芸術拠点形成事業の採択施設は、創設時の平成14年
度：19施設から平成22年度：36施設まで拡大し、創造発

信型の劇場が増加。また、拠点施設のある都道府県数

は14から25に増加し、創造発信型の劇場を有する地域

の拡大が図られている。さらに、芸術監督等を申請要件

のひとつとしたことにより芸術監督を置く施設が増加（平

成14年度：14施設→平成22年度：25施設）。

○メディア芸術の振興を図るため、平成22年度において、

ソフト支援（発信、展示、情報収集、創作活動の促進等）

とヒューマン支援（人材育成）を充実。

○美術館・歴史博物館活動基盤整備支援事業では、平

成21年度：50件（申請75件）、平成22年度：39件（申請72
件）を支援。

【課 題】

○文化芸術活動に対する支援については、現在の支

援制度が芸術団体にとって、自己収入の増加等のイ

ンセンティブが働かないとの指摘があるため、よりイン

センティブが働く支援方法を検討・導入することが必要。

○専門的な審査・評価を実施し、支援策をより有効に

機能させるため、「日本版アーツカウンシル」の試行的

導入が必要。

○地域の文化芸術拠点において舞台芸術が創造・発

信され、地域の人々が享受できる機会を充実するため、

地域の核となる文化芸術拠点への支援の拡充が必要。

○メディア芸術のより一層の振興を図るための方策に

ついて更に検討が必要。

○美術館・歴史博物館の支援については、より支援対

象館のニーズに合った効果的な支援方策について検

討が必要。

■芸術創造活動特別推進事業
及び芸術文化振興基金（日本芸
術文化振興会）の助成事務を一
元化

②各種助成機関等の適切な役割分担を図るとともに、専門的機関を経由して助成する再助成制度の有効
性を検討

【成 果】

○優れた芸術活動への重点的支援等の支援件数は、平

成19年度：412件から平成22年度：460件に推移しており、

芸術団体の自主公演数の増加と我が国の芸術水準の

向上が図られている。

○芸術拠点形成事業の採択施設は、創設時の平成14年
度：19施設から平成22年度：36施設まで拡大し、創造発

信型の劇場が増加。また、拠点施設のある都道府県数

は14から25に増加し、創造発信型の劇場を有する地域

の拡大が図られている。さらに、芸術監督等を申請要件

のひとつとしたことにより芸術監督を置く施設が増加（平

成14年度：14施設→平成22年度：25施設）。

○メディア芸術の振興を図るため、平成22年度において、

ソフト支援（発信、展示、情報収集、創作活動の促進等）

とヒューマン支援（人材育成）を充実。

○美術館・歴史博物館活動基盤整備支援事業では、平

成21年度：50件（申請75件）、平成22年度：39件（申請72
件）を支援。

【課 題】

○文化芸術活動に対する支援については、現在の支

援制度が芸術団体にとって、自己収入の増加等のイ

ンセンティブが働かないとの指摘があるため、よりイン

センティブが働く支援方法を検討・導入することが必要。

○専門的な審査・評価を実施し、支援策をより有効に

機能させるため、「日本版アーツカウンシル」の試行的

導入が必要。

○地域の文化芸術拠点において舞台芸術が創造・発

信され、地域の人々が享受できる機会を充実するため、

地域の核となる文化芸術拠点への支援の拡充が必要。

○メディア芸術のより一層の振興を図るための方策に

ついて更に検討が必要。

○美術館・歴史博物館の支援については、より支援対

象館のニーズに合った効果的な支援方策について検

討が必要。

【成 果】

○平成21年度から芸術創造活動特別推進事業と芸術文

化振興基金の助成事務を一元化したことにより、芸術団

体の事務手続きの簡素化や審査の効率化が図られた。

【課 題】

○【再掲】専門的な審査・評価を実施し、支援策をより

有効に機能させるため、「日本版アーツカウンシル」の

試行的導入が必要。

【成 果】

○優れた芸術活動への重点的支援等の支援件数は、平

成19年度：412件から平成22年度：460件に推移しており、

芸術団体の自主公演数の増加と我が国の芸術水準の

向上が図られている。

○芸術拠点形成事業の採択施設は、創設時の平成14年
度：19施設から平成22年度：36施設まで拡大し、創造発

信型の劇場が増加。また、拠点施設のある都道府県数

は14から25に増加し、創造発信型の劇場を有する地域

の拡大が図られている。さらに、芸術監督等を申請要件

のひとつとしたことにより芸術監督を置く施設が増加（平

成14年度：14施設→平成22年度：25施設）。

○メディア芸術の振興を図るため、平成22年度において、

ソフト支援（発信、展示、情報収集、創作活動の促進等）

とヒューマン支援（人材育成）を充実。

○美術館・歴史博物館活動基盤整備支援事業では、平

成21年度：50件（申請75件）、平成22年度：39件（申請72
件）を支援。

【課 題】

○文化芸術活動に対する支援については、現在の支

援制度が芸術団体にとって、自己収入の増加等のイ

ンセンティブが働かないとの指摘があるため、よりイン

センティブが働く支援方法を検討・導入することが必要。

○専門的な審査・評価を実施し、支援策をより有効に

機能させるため、「日本版アーツカウンシル」の試行的

導入が必要。

○地域の文化芸術拠点において舞台芸術が創造・発

信され、地域の人々が享受できる機会を充実するため、

地域の核となる文化芸術拠点への支援の拡充が必要。

○メディア芸術のより一層の振興を図るための方策に

ついて更に検討が必要。

○美術館・歴史博物館の支援については、より支援対

象館のニーズに合った効果的な支援方策について検

討が必要。

【成 果】

○平成21年度から芸術創造活動特別推進事業と芸術文

化振興基金の助成事務を一元化したことにより、芸術団

体の事務手続きの簡素化や審査の効率化が図られた。

【課 題】

○【再掲】専門的な審査・評価を実施し、支援策をより

有効に機能させるため、「日本版アーツカウンシル」の

試行的導入が必要。

５



平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

●芸術拠点形成事業【再掲】

●「文化芸術による創造のまち」
支援事業

●舞台芸術の魅力発見事業

●ふるさと文化再興事業

●地域の芸術拠点形成事業【再
掲】
●優れた劇場・音楽堂からの創
造発信事業（新規）【再掲】

●地域伝統文化総合活性化事
業（新規）

４．地域文化の振興

重点事項

①各地域における様々な公演・展示の拠点づくり等の活動に対する支援
②地域の文化芸術活動の関係者が交流する機会の充実
③地域文化の担い手の連携・協力の促進と地域の高等教育機関の地域文化振興への貢献

【成 果】

○【再掲】芸術拠点形成事業の採択施設は、創設時の平成14年度：19施設から平成22年度：36施設（期間中の採択

施設合計数は53施設）まで拡大し、創造発信型の劇場が増加。また、拠点施設のある都道府県数は14から25（平成

21年度）に増加し、創造発信型の劇場を有する地域の拡大が図られている。さらに、芸術監督等を申請要件のひと

つとしたことにより芸術監督を置く施設が増加（平成14年度：14施設→平成22年度：25施設）。

○優れた舞台芸術の創造・発信を自ら行うことができる劇場・音楽堂を各地に育成するとともに、地域の文化芸術活

動の活性化と地域住民の鑑賞機会の充実を図るため、平成22年度より新たに「優れた劇場・音楽堂からの創造発信

事業」を開始。

○ふるさと文化再興事業により、地域において守り伝えられてきた個性豊かな伝統文化保存団体等が実施する事業

を支援（平成19年度：594件、平成20年度：440件、平成21年度：357件、平成22年度：297件）。

○各地域の主体的、総合的な取組を支援することにより、有形・無形の歴史的な文化遺産を活かしたまちづくりや伝

統文化の確実な継承と地域の活性化に資するため、平成22年度から地域伝統文化総合活性化事業を実施。

【課 題】

○文化芸術団体の活動拠点が大都市圏に集中しており、地方における文化芸術の鑑賞機会が少ない。地域の文化

芸術拠点において舞台芸術が創造・発信され、地域の人々が享受できる機会を充実するため、地域の核となる文化

芸術拠点への支援の拡充とその法的基盤の整備についての検討が必要。

■文化庁長官表彰〔文化芸術創
造都市部門〕（新設）

◆「歴史まちづくり法」に基づく歴
史的風致維持向上計画の認定

●文化芸術創造都市の推進（新
規）

●地域伝統文化総合活性化事
業（新規）【再掲】

④地域の文化力を地域経済や観光、教育、福祉等広くまちづくりに生かす

【成 果】

○【再掲】芸術拠点形成事業の採択施設は、創設時の平成14年度：19施設から平成22年度：36施設（期間中の採択

施設合計数は53施設）まで拡大し、創造発信型の劇場が増加。また、拠点施設のある都道府県数は14から25（平成

21年度）に増加し、創造発信型の劇場を有する地域の拡大が図られている。さらに、芸術監督等を申請要件のひと

つとしたことにより芸術監督を置く施設が増加（平成14年度：14施設→平成22年度：25施設）。

○優れた舞台芸術の創造・発信を自ら行うことができる劇場・音楽堂を各地に育成するとともに、地域の文化芸術活

動の活性化と地域住民の鑑賞機会の充実を図るため、平成22年度より新たに「優れた劇場・音楽堂からの創造発信

事業」を開始。

○ふるさと文化再興事業により、地域において守り伝えられてきた個性豊かな伝統文化保存団体等が実施する事業

を支援（平成19年度：594件、平成20年度：440件、平成21年度：357件、平成22年度：297件）。

○各地域の主体的、総合的な取組を支援することにより、有形・無形の歴史的な文化遺産を活かしたまちづくりや伝

統文化の確実な継承と地域の活性化に資するため、平成22年度から地域伝統文化総合活性化事業を実施。

【課 題】

○文化芸術団体の活動拠点が大都市圏に集中しており、地方における文化芸術の鑑賞機会が少ない。地域の文化

芸術拠点において舞台芸術が創造・発信され、地域の人々が享受できる機会を充実するため、地域の核となる文化

芸術拠点への支援の拡充とその法的基盤の整備についての検討が必要。

【成 果】

○文化芸術創造都市のネットワーク参加都市数は平成

21年12月時点で22都市となっている。

○国土交通省、農林水産省と連携し、「地域における歴

史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づき、平成

22年9月現在、16市町の歴史的風致維持向上計画を認

定している。

【課 題】

○文化芸術創造都市については、各地において先駆

的な取組が見られるものの、全国的な普及には至って

おらず、ノウハウも十分ではないため、モデル事業を実

施するとともに効果の検証を進めることにより各都市の

施策推進に活用していくことが必要。

○地域の実情に応じた、より多様な文化芸術を活用し

たまちづくりの推進を図ることが必要。

【成 果】

○【再掲】芸術拠点形成事業の採択施設は、創設時の平成14年度：19施設から平成22年度：36施設（期間中の採択

施設合計数は53施設）まで拡大し、創造発信型の劇場が増加。また、拠点施設のある都道府県数は14から25（平成

21年度）に増加し、創造発信型の劇場を有する地域の拡大が図られている。さらに、芸術監督等を申請要件のひと

つとしたことにより芸術監督を置く施設が増加（平成14年度：14施設→平成22年度：25施設）。

○優れた舞台芸術の創造・発信を自ら行うことができる劇場・音楽堂を各地に育成するとともに、地域の文化芸術活

動の活性化と地域住民の鑑賞機会の充実を図るため、平成22年度より新たに「優れた劇場・音楽堂からの創造発信

事業」を開始。

○ふるさと文化再興事業により、地域において守り伝えられてきた個性豊かな伝統文化保存団体等が実施する事業

を支援（平成19年度：594件、平成20年度：440件、平成21年度：357件、平成22年度：297件）。

○各地域の主体的、総合的な取組を支援することにより、有形・無形の歴史的な文化遺産を活かしたまちづくりや伝

統文化の確実な継承と地域の活性化に資するため、平成22年度から地域伝統文化総合活性化事業を実施。

【課 題】

○文化芸術団体の活動拠点が大都市圏に集中しており、地方における文化芸術の鑑賞機会が少ない。地域の文化

芸術拠点において舞台芸術が創造・発信され、地域の人々が享受できる機会を充実するため、地域の核となる文化

芸術拠点への支援の拡充とその法的基盤の整備についての検討が必要。

【成 果】

○文化芸術創造都市のネットワーク参加都市数は平成

21年12月時点で22都市となっている。

○国土交通省、農林水産省と連携し、「地域における歴

史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づき、平成

22年9月現在、16市町の歴史的風致維持向上計画を認

定している。

【課 題】

○文化芸術創造都市については、各地において先駆

的な取組が見られるものの、全国的な普及には至って

おらず、ノウハウも十分ではないため、モデル事業を実

施するとともに効果の検証を進めることにより各都市の

施策推進に活用していくことが必要。

○地域の実情に応じた、より多様な文化芸術を活用し

たまちづくりの推進を図ることが必要。

６



平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

●本物の舞台芸術体験事業

●学校への芸術家等派遣事業

●地域人材の活用による文化活
動支援事業（新規）

●伝統文化こども教室事業の推
進

●高校生による国際文化交流
（新規）【再掲】

●子どものための優れた舞台芸
術体験事業（新規）

●地域伝統文化総合活性化事
業（新規）【再掲】

５．子どもの文化芸術活動の充実

重点事項

①子どもたちが身近に伝統文化や現代の文化芸術に触れる機会の充実
②学校や地域での文化芸術活動を地域ぐるみで支援する仕組みの構築
③子どもの国際的な文化交流に一層力を注ぐ

【成 果】

○本物の舞台芸術体験事業は、制度創設時の平成14年
度：438件から平成21年度：1,344件に増加。学校への芸

術家等派遣事業は、制度創設時の平成14年度：176件か

ら平成21年度：1,601件に増加。

○本物の舞台芸術体験事業を行った学校へのアンケート

（平成21年度）では、「豊かな心や感性、創造性を育むこ

とができた」82.1%、「舞台芸術への関心を高めることがで

きた」88.7%など高い成果が得られている。

○次代を担う子どもたちに伝統文化を計画的、継続的に

体験・修得できる機会を提供する伝統文化こども教室事

業を実施（平成19年度：4,171件、平成20年度：4,694件、

平成21年度：5,232件、平成22年度：4,694件）。

【課 題】

○「子どものための優れた舞台芸術体験事業」につい

ては、今後、事業の効果の評価・検証の方法を検討し

つつ、充実を図っていくことが必要。

○各地域が主体的かつ総合的に、子どもたちを含め、

伝統文化を体験する機会を提供するとともに、伝統文

化に関する活動の普及・活性化を図ることが必要。

【成 果】

○本物の舞台芸術体験事業は、制度創設時の平成14年
度：438件から平成21年度：1,344件に増加。学校への芸

術家等派遣事業は、制度創設時の平成14年度：176件か

ら平成21年度：1,601件に増加。

○本物の舞台芸術体験事業を行った学校へのアンケート

（平成21年度）では、「豊かな心や感性、創造性を育むこ

とができた」82.1%、「舞台芸術への関心を高めることがで

きた」88.7%など高い成果が得られている。

○次代を担う子どもたちに伝統文化を計画的、継続的に

体験・修得できる機会を提供する伝統文化こども教室事

業を実施（平成19年度：4,171件、平成20年度：4,694件、

平成21年度：5,232件、平成22年度：4,694件）。

【課 題】

○「子どものための優れた舞台芸術体験事業」につい

ては、今後、事業の効果の評価・検証の方法を検討し

つつ、充実を図っていくことが必要。

○各地域が主体的かつ総合的に、子どもたちを含め、

伝統文化を体験する機会を提供するとともに、伝統文

化に関する活動の普及・活性化を図ることが必要。
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【成 果】

○本物の舞台芸術体験事業は、制度創設時の平成14年
度：438件から平成21年度：1,344件に増加。学校への芸

術家等派遣事業は、制度創設時の平成14年度：176件か

ら平成21年度：1,601件に増加。

○本物の舞台芸術体験事業を行った学校へのアンケート

（平成21年度）では、「豊かな心や感性、創造性を育むこ

とができた」82.1%、「舞台芸術への関心を高めることがで

きた」88.7%など高い成果が得られている。

○次代を担う子どもたちに伝統文化を計画的、継続的に

体験・修得できる機会を提供する伝統文化こども教室事

業を実施（平成19年度：4,171件、平成20年度：4,694件、

平成21年度：5,232件、平成22年度：4,694件）。

【課 題】

○「子どものための優れた舞台芸術体験事業」につい

ては、今後、事業の効果の評価・検証の方法を検討し

つつ、充実を図っていくことが必要。

○各地域が主体的かつ総合的に、子どもたちを含め、

伝統文化を体験する機会を提供するとともに、伝統文

化に関する活動の普及・活性化を図ることが必要。
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平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

◆文化財保護法に基づく指定等

●文化財の保存修理等
●文化財の防災施設の整備等

●古墳壁画の保存活用等

●史跡等の買上げ
●史跡等の保存整備・活用等
●埋蔵文化財の発掘調査等

●国宝・重要文化財等買上げ

●無形文化財の伝承・公開【再
掲】
●文化財保存技術の伝承等【再
掲】

●ＮＰＯ等による文化財活用

●文化遺産オンライン構想の推
進

●地域伝統文化総合活性化事
業（新規）【再掲】

６．文化財の保存・活用の充実

重点事項

①文化財の保存・活用の充実、及び文化財を国民共通の財産として親しみ、守っていく機運の醸成

▼重要文化財等の保存等に係
る税制上の優遇措置

【成 果】

○文化財保護法に基づき、文化財のうち重要なものを指定・選定し、保存と活用のために必要な措置を講じている。

【課 題】

○国宝・重要文化財（建造物、美術工芸品）の価値を維持するため、適切な修理周期を目標とした計画的な保存修理、

安全管理や防災・防犯対策の充実を図ることが必要。
○【再掲】無形文化財、文化財の保存技術を確実に継承していくために、裾野を拡大した効果的な支援方策について検討が必

要。

○各地域において文化財の公開・活用に積極的に取り組むことができるよう、魅力ある活用環境の整備等の支援方

８

【成 果】

○文化財保護法に基づき、文化財のうち重要なものを指定・選定し、保存と活用のために必要な措置を講じている。

【課 題】

○国宝・重要文化財（建造物、美術工芸品）の価値を維持するため、適切な修理周期を目標とした計画的な保存修理、

安全管理や防災・防犯対策の充実を図ることが必要。
○【再掲】無形文化財、文化財の保存技術を確実に継承していくために、裾野を拡大した効果的な支援方策について検討が必

要。

○各地域において文化財の公開・活用に積極的に取り組むことができるよう、魅力ある活用環境の整備等の支援方

８



●文化財総合的把握ﾓﾃﾞﾙ事業
（新規）

◆「歴史まちづくり法」に基づく歴
史的風致維持向上計画の認定
【再掲】

●世界遺産普及活用事業

◆石見銀山遺跡とその文化的
景観（平成19年7月世界文化遺
産登録）

◆北海道・北東北を中心とした
縄文遺跡群（暫定一覧表記載）

◆平泉－仏国土（浄土）を表す
建築・庭園及び考古学的遺跡群
－（平成22年１月推薦書提出）

◆金を中心とする佐渡鉱山の遺
跡群（平成22年7月現在、暫定一
覧表への記載を了承）

②文化財の総合的な把握を行う手法の検討

③ユネスコ世界遺産への推薦、登録の推進

【成 果】

○「歴史文化基本構想」（各市町村が地域の文化財をそ

の周辺環境も含め総合的に保存・活用していくための基

本構想）を策定する際の方向性や課題を得るため、平成

20年度から3カ年にわたり、20地域（23市町村）で実際に

構想を策定する委託事業を実施している。

○【再掲】国土交通省、農林水産省と連携し、「地域におけ

る歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づき、

平成22年9月現在、16市町の歴史的風致維持向上計画を

認定している。

【課 題】

○「歴史文化基本構想」を策定するに当たって、参考と

なる国の指針を提示していく必要。

○地域の多様で豊かな文化財を幅広く捉え、点として

の保存・活用のみならず、線又は面として総合的な保

存・活用を図ることが必要。

■文化財分科会企画調査会

（「歴史文化基本構想」等）
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存・活用を図ることが必要。

【成 果】

○平成5年以降現在までに、我が国から文化遺産11件、

自然遺産3件が世界遺産一覧表に記載されている。

○平成19年7月には、「石見銀山遺跡とその文化的景観」

が世界遺産に登録された。

○平成22年8月現在、11件の文化遺産と1件の自然遺産

が世界遺産暫定一覧表に記載されている（了承段階のも

のを除く）。

【課 題】

○ユネスコ世界遺産委員会における世界遺産登録に

係る審査が厳しくなっているものの、関係地方公共団

体と連携協力しながら推薦・登録を進めていくことが必

要。

■文化財分科会企画調査会
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